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第4章 マルチメディアをめぐる情報通信産業の構造変革

情報通信 のマル チメデ ィア化 をめ ぐる動 向の うち、各 国の政 策動向 につ いて は第1章 で概観し

て きたが・利用者 ニー ズの高度化 ・多様化 や技術革新等 を背景 として、上記 の政策 を受 けて、場

合 によっては、政策 に先ん じて、サー ビス提供 事業者 によ る様 々 な取組 が見受 け られ る。

これ には・各事業者 が・既存 の提 供サー ビスを高度化 ・多様 化 して い く取組 のほか、他の市場

へ の参入、あ るいは、他企 業 ・異業種 との提携等 の動向が あ る。

特 に・米国 にお いては、1984年 のAT&T分 割 か ら10年 を経過 し、地域通信 市場 への競争導入、

あ るいは、通信 と放送 との融合 に向 けた動 き等、近年特 に大 きな変化 を見せつ つあ るこ とか ら、

本章で は、米国の情報通信産業 の動向 を取 り上 げ、 その構造変革 の概要 とその背景要因等 にっい

て概観 す る。

第1節 米国の情報通信産業の現状

1市 場 ・サ ー ビス 区分 の 概 要

1982年 のMFJGPに よ り、1984年 、 旧AT&T(ベ ル ・シ ス テ ム)は
、 長 距 離 ・国 際 通信 を提

第3-4-1-1図AT&Tと7RHCs
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第1節 米国の情報通信産業の現状 郷殉砺

供す るAT&Tと 、 地 域 通 信 を提 供 す る7社 のRHC(傘 下 に22社 のBOC)と に分 割 さ れ た

(第3-4-1-1図 参 照)。

長距離通 信 市場 で は、上 記 のAT&TやMCI、 スプ リン ト等 自 ら設 備 を保 有 してサ ー ビ ス提

供を行 って い る事 業 者 の ほか、 多 くの再 販 売 事 業 者 が参 入 して お り、1993年12月 現 在 、420社(F

CC調 べ)が サ ー ビ ス を提 供 して い る。

地域通信 市 場 で は、上 記 のRHCの ほか、GTE、 ロチ ェ スター テ レホ ン等 の独 立 系 通 信 事 業

者がサ ー ビス を提 供 して い る。市場 に は、 これ ら大 手 の事 業 者 の他 、中小 の 事業 者 が 多数存 在 し、

L993年12月 現在 、1,305社(US.TelephoneAssociation調 べ)と なっ て い る。 また、 近 年 、TC

G、MFS等 のCAPと 呼 ば れ る事 業 者 が 、大 都 市部 を中心 に光 フ ァイバ ネ ッ トワー ク を構 築 し、

主にビジネ ス顧 客 を対 象 とした 市 内通 信 サ ー ビ ス、 長距 離 通信 事 業 者 に対 す るア クセ スサ ー ビ ス

等を提供 して い る。

携帯 ・自動 車 電 話 市場 で は、 全米 を734の エ リア(曲 に分 け、 各 エ リア につ いて、2社 ず つ が 免

許を得 てサ ー ビ ス を提 供 して い る。 近 年 、 事 業 者 間 の提 携 、合 併が 進 行 してお り、7社 のRHC

系事業者(注2)、マ ッ コウ セ ル ラー、GTE系 事 業 者 等 上 位 数 社 で 、加 入者 数 の大 部 分 を 占め て い る。

ケー ブル テ レ ビ事 業 者 は、 自治 体 か らフ ランチ ャ イ ズ を得 てサ ー ビ ス提 供 を してお り、 地 域 独

占となって い る。 複数 の フ ラ ンチ ャ イズ を有 す る事 業 者 はMSO(MultipleSystemOperator)

と呼ば れて お り、TCI、 タ イム ワー ナー ・ケー ブ ル の よ うに数 百 万 加 入 を有 す る巨大 な事 業 者

も出現 して い る。

2各 市 場別 の 概 況

1)長 距離 通 信 市 場

長距離 通信 事 業 者 の 市 外 電 話収 入 は、1984年 の388億 ドル か ら、1993年 の615億 ドル と、約1.6

音の増加 に なっ て い る。

通話時 間 は、1984年 の4,060億 分 か ら、1992年 の7,050億 分 と、約1.7倍 の増 加 で 、同期 間 の 市

俺 言刮又入 の増 加(約1.5倍)を 上 回 っ て い る。

また、事 業 者 間 の シ ェ アで は、AT&Tの シェ ア は1984年 の90.1%か ら年 々低 下 して お り、1993

Rこ は58.1%に な っ て い る。AT&T、MCI、 スプ リン トの上 位3社 の シ ェ ア は、同 年 で85.8%

二なって い る(第3-4-1-2図 参 照)。

主1)全 国 を、306のMSA(MetropolitallServiceArea)と 、428のRSA(RuralServiceArea)に 分 割 し、 各 エ リア

に つ い て、 電話 会 社 系 、 非 電 話 会 社 系 それ ぞれ1社 ず つ 免 許 が 付'ノ・さ れ て い る。

主2)携 帯 ・自動 車 電 話 の 加 入 数 にお い て、RHC系 の 会 社7社 全 てがL位10村 に 入 っ て い る.こ の う ちの1社 につ い て は 、

RHCと 資 本 関 係 が 切 り離 され 、RHC名 を 冠 しな い社 名 に変 更 さ れ た 。
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一 ・第4章 マルチメデ ィアをめぐる情報通信産業の構造変革

第3-4-1-2図 市外 電話収入、AT&Tの シ ェアの推移
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(2)地 域 通信 市 場

ア 収 入 の推 移

地域 通信 事 業 者 の総 収 入 は、1984年 の739億 ドル か ら、1993年 の955億 ドル と、約1 .3倍 の増加

に な っ て い る(第3-4-1-3図 参 照)。

この うち、RHCの 収 入 を見 る と、 総 売 上 高 は増 加 して い る もの の、 サ ー ビ ス別で は、 独 占で

あ る市 内通 信 は収 入 の伸 びが大 きいが、 競争 が導 入 され て い るア クセ スサ ー ビ ス等 は伸 びが小さ

いか又 は マ イナ ス に な っ て い る(第3-4-1-4表 参 照) 。

第3-4-1-3図 地域通信事業者の収入の推移
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第1節 米国の情報通信産業の現状一

第3-4-1-4表RHCサ ー ビス別 収 入 の 推 移

(単位:100万 ドル

区 分 1990 1991 1992 1993 増加率
市内電話サービス 31,202 32,654 34,128 35,664 4.6%

ア クセ スサ ー ビス 20,135 19,893 20,298 20,891 1.2%

1ATA内 長 距離 サ ー ビス 10,582 10,050 9,706 9,790 一2
.6%

その他 17,376 16,476 17,042 17,871 0.9%

総売上高 79,295 79,073 81,174 84,216 2.0%

(注)「 増 加 率」欄 は、1990～1993年 平均 増 加率

(資料)RHC7杜 の次年 報 告書 に よ り作成

イ バ イパ ス 事 業 者 の参 入

CAPは 、光 フ ァイバ ネ ッ トワー クの構 築 に よ り地 域 通 信 市 場 に参 入 して きて い るが 、 その収

入は、1993年 にお いて約2.5億 ドル と、地 域 通 信 事 業 者 の収 入 に比 べ か な り小 さ い。

しか し、 い わゆ る コ ロケー シ ョン裁 定 〔`llをFCCが 出 した こ とに よ り、今 後 、CAPが 事 業 展

開を図 って い く上 で の、 管路 、 ビル等 へ の 引 き込 み 口の確 保 等 の課題 の解 消 が 図 られ て い く もの

と予想 され る。

(3)移 動通 信市 場

ア 携帯 ・自動 車 電 話 の 加 入 数 、 収 入 の推 移 等

携帯 ・自動車 電話 の加 入 数 は、1984年 末 の9万 加 入 か ら1993年 末 の1,600万 加 入に、収 入で も、1985

年の4.8億 ドル か ら1993年 の109億 ドル に、ともに大 幅 に増 加 している(第3-4-1-5図 参 照)。

第3-4-1-5図
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(CTIA:CellularTelecolnmunicationsIndustryAssociatiol、)

(注)年 商1億 ドル 以 上 の地 城 通 信 事 業 者 に対 し、CAP等 との 相 互接 続 を義 務 づ けた 裁 定 で あ り、FCCか じ,、1992年71i

に専 用 ア クセ ス にっ い て 、1993年7月 に 交 換 ア ク セ ス につ い て裁 定 が 出 され て い る。

一 部RHC等 か ら
、物 理 的 コ ロケ ー シ ョンの 義 務 づ けは 憲 法 違 反 との提 訴 が 行 な わ れ た こ とに 対 し、1994年6月 、 ワ シ

ン トン控 訴 裁 判 所 は 、仮 想 的 コ ロケ ー シ ョ ン を原 則 とす る よ う裁 定 の 兄 直 しを 命す る判 決 を ドした。hi]年711、FCCか

ら、 同判 決 内 容 に従 っ た 裁 定 が 出 さ れ て い る。
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一 第4章 マノレチメデ ィアをめぐる情報通信産業の構造変革

イ パ ー ソ ナル ・コ ミュ ニケ ー シ ョンズ ・サ ー ビス(PCS)の 動 向

pCS(personalCommunicationsService)に つ い て は、1993年9月 、 免 許 方針 、周 波数割

当 て等 を内 容 とす るFCC規 則 が 制 定 さ れ たが 、 これ に対 して 多 数 の 意 見 が 提 出 され た こ とに伴

い、1994年6月 、 同 規 則 の う ち割 当周波 数 帯域 等 が修 正 され た。

これ に基 づ き、全国 を51に 分 けたエ リア(各2社 に免許)川 の 免許 の 競争 入札 が 同 年12月 に実施

され、 長距 離 通 信 事 業 者 、 地 域 通 信 事 業 者 、 ケー ブル テ レ ビ事 業 者 、 又 は それ らの事 業者 による

合 弁会 社等 多様 な業 種 の 事 業 者 が 応札 を行 っ て い る。

(4)ケ ーブ ルテ レ ビ市 場

ア 加 入数 、 世 帯 普 及 率の 推 移

ケー ブ ル テ レビの 加 入 数 は、1984年 末 の3,729万 加 入 か ら1993年 末 の5,883万 加 入 に、約1.6倍

に増 加 して い る。

世 帯 加 入率 で も、1984年 末 の43.7%か ら1993年 末 の62.5%に 増 加 して お り、 また、加 入 可能世

帯 数 は 、1994年6月 末 現 在 約9,100万 世 帯 で 、 全世 帯 の97%に 達 して い る(第3-4-1-6図

参照)。

第3-4-1-6図 ケーブルテ レビの加入数、世帯 普及率の推移
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イ 収 入の 推 移

ケー ブ ル テ レ ビ事 業 者 の収 入 は、1984年 の78億 ドル か ら、1993年 の230億 ドル と、約2.9倍 の増

加 に な っ て い る。収 入 内訳 で は、 ペ イサ ー ビ ス収 入(34億 ドル →46億 ドル:1.4倍)よ りも基 本サ

ー ビ ス収 入(35億 ドル →135億 ドル:3
.9倍)の 増 加 率 が高 くな っ て い る(A℃.Nielsen調 べ)。

(注)全DIの51の}三 要 通 商 地 域(MTA)と492の 基 本 通 商 地 域(BTA)に 区 分 し
、 そ れ ぞ れ に、2免 許 及 び4免 許分 の 周波

数 を 訓 り当 て て お り、1地 域 に お い て 最 大6社 が 参 人で き る。
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第1節 米国の情報通信産業の現状 一 一

3料 金 ・サ ー ビスの 動 向

(1)通 信 サ ー ビス料 金 の 動 向

1984年 を100と す る消 費者 物 価 指 数 で 、長 距 離 電 話 サ ー ビ ス料 金 の推 移 を見 る と、1993年 に は、

州内市外 電話 は86に 、州 際市 外 電話 は74に 低 下 して い るが 、 ここ2、3年 は ほぼ横 ば いの状 況 に

ある。

一 方
、市 内 電話 サ ー ビ ス料 金 は136に 上 昇 して い るが 、 これ は、 同指 数 の 全 品 目の値 で あ る138

とほぼ同 じ水 準 で あ る(第3-4-1-7図 参 照)。

第3-4-1-7図 電話サ ー ビス料金(消 費者物価指数)の 推移
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(資 料)StatisticsofCommunicationsComrnonCarriers(FCC)

(2)通 信 サ ー ビスの 多 様 化 の 動 向

長距離 通信 事 業 者 は、 近 年 、次 の よ うに、 各社 競 っ て料 金 メニ ュー の 多様 化 に努 め てお り、 長

距離電話料 金 の値 下 げ競 争 か ら、サ ー ビ ス競 争 に移 行 して い る と考 え られ る(第3-4-1-8

表参 照)。

(3)ケ ーブ ル テ レ ビ料金 等の 動 向

ケーブル テ レ ビの料 金 の うち、基 本 サ ー ビ ス料 金 につ いて は、1984年 の 月額8 .98ド ル か ら、1993

年の20.06ド ル に上 昇 して い る(第3-4-1-9図 参 照)。
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一 翻臨 第4章 マ ノレチ メデ ィアを め ぐる情報 通 信産業 の構 造 変革

これ は、従 前 、料 金 が 原 則 非 規制 で あ っ た こ とが一 因 で あ るが 、1993年4月 か らはFCCが 料

金 規 制 を行 っ て い る砿 。

一 方
、 これ と並 行 して、FCCは 、1992年7月 、地 域 通 信 事 業 者 に ビデ オ伝 送 サ ー ビ スを認め

る ビデ オ ・ダ イヤ ル トー ン裁 定 一 を行 っ た。

第3-4-1-8表 長距離通信事 業者の主な料金割引サ ー ビス

サー ビスの種類 提供会社 サ ー ビ ス 内 容
一定時間 まで定額 A社 月々10ド ルで、距離 、曜 日、時間帯 に無関係 に1時 間 まで

何度 で も国内通話が可能。
1時 間を超 える分 は、距離 と無 関係 に割安 な分刻み料金 を

適用。国際通話 は5%割 引。加入時 に5ド ル必要。

特定市外局番への
通話の割引

A社 月々L9ド ルで、特定の1市 外局番へ の国内通話に対 し、

距離 に無関係 に割安 な分刻 み料金 を適用。

他の国内地域 あては5%割 引。加入時 に2ド ル必要。

特定番号への通話
の割引

B社 事前 に登録 した番号(国 内20、 国際3ま で)へ の通話が25
%割 引(相 手 も同社 に優先登録接続 している ことが必要)。

あ らゆる長距離通話 が25%割 引(事 前登録 した相手への通

話は、50%割 引)。
C社 事前に登録された番号で、当該月の通話時間が最長だった

1つ の番号(国 内又は国際)へ の通話が20%割 引。

同社に優先接続登録 している相手への通話が20%割 引(最

長通話時間の相手が優先接続登録者の場合、36%割 引)。
一定時間以上の

通話を割引
A社 国内州際通話 について、月間の通話料が25ド ル以上 の場合

昼 間が10%、 夜 間 ・週末が20～30%割 引。

C社 国内州際通話 について、月間の通話料が20ド ル以上の場合

すべての通話が20%割 引。

割安な料金体系の
適用

A社 距離区分を、10段 階か ら4段 階 に低減。

短い課 金単位の設定。

距離に無関係な料
金の設定

A社 国内通話 について、距離 、曜 日に無関係 に、分刻み料金を

適用(昼 間 とその他 の時 間帯で別料金)。 加入時 に25ド ル

必要。
C社 国内通話 について、距離 に無関係 に、割安 な分刻み料金 を

設定(昼 間と夜 間 ・週末で別料金)。

(注)7年3月 現 在 の情 報 によ る。郵政 省調 べ 。

第3-4-1-9図 ケ ーブルテ レビ料金 の推移
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第2節 米国の情報通信事業者の競争、提携等の動向

1長 距離通信 事業者の 動向

1)移 動通信事業への参入

ア 携帯 ・自動車電話会社等の買収 ・資本参加

長距離通信事業者 の主要3社 とも、 携帯 ・自動車電話会社等 の買収 ・資本参加 を行ってお り、

その概要は次の とお りで あ る(第3-4-2-1表 参照)。

第3-4-2-1表 主要長距離 通信 事業者の携帯 ・自動車電話会社 等の買収 ・資本参加状況

事業者 対象の移動通信事業者 発表時期 内 容 備 考

A社
加入者数第1位 の非電

話会社系携帯 ・自動車

電話会社

1993.8 100%買 収

長距離電話会社名を冠
した社名に変更

1994.8ワ シ ン トン連 邦

地 裁 が 、MFJの 特 認 を

付 与

B社
大手のSMR運 営会社

(タクシー無線等に利
用される移動通信)

1994.2 17%出 資

長距 離電話会社 ブラ ン

ドによるサー ビス提供

1994.9白 紙 撤 回

C社
加入者数第8位 の独立
系電話会社(地 域通信
も兼営)

1992.5 100%買 収

長距離電話会社名を冠
した社名に変更

1993.3買 収 完 了

(注)7年3月 現 在 の情 報 に よ る。 郵 政 省 調 べ 。

イPCSへ の参入

ある長距離通信事業者 は、1994年10月 、ケーブル テレビ事業者3社 との提携 に よる新会社設立

を発表 した。設立 された新会 社 は同年12月 のPCS免 許の競争 入札 にお いて、39地 域で応札 を行

っ て い る 。

注1)1992年 ケ ー ブ ル テ レ ビ消 費 者保 護 及 び 競 ノ∫1法にお い て 、 複 数 チ ャ ン ネル のll央像 サ ー ビ スを提 供 す る競 争 会 社 が 存 在 す

る場 合 を 除 き、FCCは 、基 本サ ー ビ ス料 金 の 合理 性 判 断 基準 を 設 定 す る こ と とされ た 。 これ を受 け て、FCCは 、1993

年4月 、①1992年10月 以 降 の値 」.げ は無 効 、② フ ラ ン チ ャ イズ ご とに標141料 金 を設 定 、 ③ ノ1。己標 準 を[.回 る料 金 の 引 ド

げ等 を内 容 とす る規 則 を 制 定 し、llll年9月 実 施 す る こ と とされ た 。

注2)地 域 通 信 事 業者 に映 像 番組 の 伝 送 を 認 め る内 容 の 裁 定 で 、FCCか ら1992f卜711に 出 され て い る。Lか し、地 域 通1,、

事業 者 は 、番 組 内 容 の編 集 は 行 えず 、 また 、 番 組 供 給 会 社 に対 す る公 」Fな施 設 提 供 が 求 め られ る。
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また、別の長距離通信事業者 に買収 され、 その社名 を冠 す るこ ととなった携 帯 ・自動車電話加

入数第!位 の事業者 は30地 域で応札 を行 ってい る。

(2)地 域 通信事業への参入

あ る長距離通信事業者 は、1994年1月 、子会社 によ り、20の 大都市地域で地域通信 ネ ッ トワ_

クを構 築す る計画 を発表 した。 この一環 として、市 内電話サ ー ビス提供 の 申請 を、同年10月 に5

州 、同年12月 に3州 の各 公益事業委員会 に対 し行 ってい る。

別の長距離通信事業者 は1993年3月 に、地域通信 、携 帯 ・自動車 電話兼営 の独立 系通信事業i者

(地域 通信で 全米!!位 の売上 高)を 買収 し、従来 か らの傘下事業者 と合 わせ、19州 にお いて地域

通信サー ビスを提供 す るこ ととなった。

2RHCの 動向

(1)広 帯域ネ ッ トワークの構築

RHCは 、情報 通信 のマル チメデ ィア化 を視野 に入 れ、 また、光 ファイバ敷 設 によ り良質 なサ

ー ビスを提 供 してい るCAPへ の対抗 上
、各社 ともネ ッ トワー クの高度化 に取 り組 む計画 を次々

と発表 してお り、 その概 要 は次の とお りで あ る(第3-4-2-2表 参照)。

第3-4-2-2表RHCの 広帯域ネ ッ トワーク構築 計画

RHC 発表時期 提 供 サ ー ビ ス システム構成 対 象 範 囲

A社

1994.1 VOD、 在宅 医療、遠 隔学習 、

ゲーム等 の双 方向サ ー ビス
光 ・同軸 ハイブ リッド網 15年 間で全エリア。

1994年 末 まで100万

世帯 、2000年 まで に

600万 世帯 に拡 大。

B社
1994.5 VOD等 の双方 向サ ー ビス 光 ・同 軸 ハイブ リッド網 1998年 末 ま で に850

万 世 帯 。 そ の後 、全
エリアに拡 大 。

C社
1994.2 VOD等 の双 方向サ ー ビス 光 ・同 軸ハイブ リッド網 1996年 末 までに150

～200万 世帯 。その

後 も順次拡 大。

D社
1993.ll 音 声 ・デ ー タ伝 送 、VOD、

ゲ ー ム等 の 双 方 向 サ ー ビス
光 ・同軸 ハイブ リッド 網 1996年 末 まで150万

世帯、2000年 までに

550万 世帯 に拡大。

E社
!993.2 双 方向の 映像 ・音声 ・デー タ

サ ー ビス
(不明) 1996年 末 まで に20都

市 。2025年 まで に全
エリアに拡 大 。

(注)7{13月 現 イ1の111J幸艮に よ る。 郵 政 省 調 べ Q
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2)ケ ーブルテレ ビ事業等への参 入

ア ケーブルテ レビ事業者 との提携

RHCは 、現 行で は、通信事業 とケー ブル テ レビ事業 の兼営禁止(ク ロスオーナー シップ規制)

により、自社営業エ リア内で はケーブル テレビ事業 は提供で きないが、次の とお り、エ リア外 の

ヶ一ブルテレビ事業者 の買収 や、 また、規制 の緩和 を見越 した、全国規模 の ケーブル テレビ事業

者への資本参加等の動 きが活 発で あ る。 ただ し、 ケー ブル テレビ事業者 に対す る料 金規制の動 向

等にょり、提携が撤 回 された例 もあ る(第3-4-2-3表 参照)。

第3-4-2-3表RHCと ケ ーブルテ レビ事業者 との提携状況 等

RHC MSO等 発表時期 内 容 備 考
A社 東部等 を主要エリアとす る会社 1993.2 傘下の2ケ ーブルテ レビ会社 を買収

全国規模の会社(加 入数第
6位)

1993.12 合弁会社の設立(電 話会社が 出資、
ケーブルテ レビ会社が現物 出資)

1994.4

白紙撤 回

B社 南部 ・中西 部等 を主要エリアと

す る会社

1993.!0 22.5%の 出資

C社 全国規模の会社(加 入数第
1位)

1993.!0 傘下の番組供給会社 と併せ買収 1994.2

白紙撤 回

D社 西海岸等 を主要エリァとす る

会社

1993.10 映画会社買収支援のための出資

E社 全国規模の会社(加 入数第
2位)

1993.5 22.51%の 出資

ジ ョージ ァ州 をエリァとす る会 社 1994.7 100%買 収

ジ ョージ ァ州 をエリァとす る会 社 1994.7 100%買 収

(注)7年3月 現 在 の1青報 によ る。郵政 省調 べ。

また、RHC3社 は、米国の ケーブル テレビ事業者 との提携等 によ り、 ケーブノレテレビ事業 の

界資制限がない英 国 にお いて、既 に、 ケー ブル テ レビサー ビスを提供済みで あ り、加 入数で も上

立を占めている状 況 にあ る。

イ ビデオ ・ダイヤル トーンの提供

RHCは 、1992年7月 にFCCか ら出 された ビデオ ・ダ イヤル トー ン裁 定 を受 けて、各社 とも

ナービス提供 に取 り組 んで お り、 その概 要 は、次 の とお りであ る。FCCか ら実験サ ー ビスや商

判サー ビスの認可 を受 け、サー ビスが開始 されつつあ る(第3-4-2-4表 参照)。

ウ ク ロスオーナーシ ップ規制 に対 する訴訟

あるRHCが1992年12月 にバ ー ジニ ア州 アレキサ ン ドリア連 邦地裁 に提 訴 した こ とを発端 に、

RHC7社 全てが、地元 の連 邦地裁 に対 し、 クロスオー ナー シップ規制 は憲法違反 との提訴 を行

っている。 これ に対 し、 最初 に提訴 した事業者が1993年8月 に違憲判決 を勝 ち取 ったの に続 き、

昏計5社 に対 し同様 の判決が下 されてい る。

また、地域通信事業者 の3団 体共 同の提訴 に対 して も、1995年1月 に同様 の判決 が下 されて い る。
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第3-4-2-4表RHCに よる ビデ オ ・ダイヤル トー ン提供計 画

RHC 提 供 区 域 シ ス テ ム 構 成 認 可 状 況

A社

シカゴ近郊

コロンハ"ス

デ トロイト

ミルウォーキー

インデ ィアナホDリ ス

光 ・同軸ハイブ リッド網 商用認可

:

;

B社

アーリントン 既存の電話線を利用 実験認可
ド ーハ㌧ 光 ・同軸ハイブ リッド網 商用認可

北 部ハ㌧ジ ニア 既存の電話線を利用 実験認可
ワシントンD.C.近 郊

フローハム

光 ・同軸ハイブ リッド網 等 商用申請中
〃

C社 アトランタ近 郊 光 ・同軸ハイブ リッド網 実験認可

D社

マンハッタン 〃 実験認可
ロード アイランド 州

マ軒 ユーセッッ州 東 部

〃 商用認可
〃

E社
サンフランシスコ

ロサンゼ ルス

サン・デ ィエゴ

オレンジ ・カウンティ

光 ・同 軸ハイブ リッド網 商用申請中

;
〃

F社 リチャード ソン 計画中

G社

オマハ 光 ・同 軸ハイブ リッド網 等 実験認可
オマハ 〃 実験申請中
テ"ンハ㌧

ミネアホ.リ ス、セントホ㌧ ル

ポ.一 トランド

ボ イジ ー

ソルトレイク

〃 商用申請中

:

:
(注)7年3月 現 在 の情 報 に よ る。 郵 政 省 調 べ 。

(3)長 距離通信 事業への参入

あ るRHCは 、1993年3月 、 自社 の市 内通信網 を競争事業者 に開放 す るこ とと引換 えに、長距

離通信事業へ参入す るこ とを内容 とす る計画 を発表 した。同社 は、 また、1993年12月 、司法省に

対 し、長距 離 ・国際通信サ ー ビス提供 のための特認 申請 を行って い る。

また、1994年7月 、上 記事業 者 とは別のRHC4社 は共 同で 、MFJを 所轄す るワシン トン連

邦地裁 に対 し、MFJに お ける長距離通信 と機器製造 への参 入禁止 の項 目削除 を求 め る申立 てを

行って いる。

なお、上 記4社 の うちの1社 は、1994年8月 、司法 省 に対 し、長距 離 ・国際通信サー ビス提供

のための特認 申請 を行 ってい る。

(4)移 動通信事業への参入

各RHCは 、傘 ドに携 帯 ・自動車電話会社 を所有 してお り、加入数 にお いて、上位10社 中7社

がRHC系 で あ る。

RHC3社 と、あ る携帯 ・自動車 電話会社 は、1994年10月 、PCS事 業 を行 う会社等 の合弁会

社設"/1について発表 し、設立 された 当該会社 は同年12月 のPCS免 許 の競争入札 に応札 している。
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また、上記3社 とは別のRHC4社 は、単独で応札 してお り、RHC7社 全てがPCSへ の参入

を計画 してい る。

3ケ ーブ ル テ レ ビ事業 者の 動 向

(1)ケ ーブル テ レ ビサ ー ビスの 高度 化 等

あ る大 規模 ケー ブル テ レ ビ事 業 者 は、1993年1月 、1998年 まで に同社 の加 入 世 帯 の85%の ケー

ブノレネ ッ トワー クを光化 す る計 画 を発 表 した。 この一 環 と して、1994年12月 か ら、 フ ロ リダ州 オ

ーラン ドにお いて、ビデ オ ・オ ン ・デ マ ン ド、ホ ー ム シ ョ ッピング等 のサ ー ビ ス を提 供 して い る。

また、別 の大 規模 ケー ブ ル テ レ ビ事 業 者 は、1993年4月 、1996年 まで に全米250都 市 、 同社 の

加入世 帯 の90%の ケ ー ブル ネ ッ トワー ク を光 化 す る計 画 を発表 した。 この計 画 で は、 ビデ オ ・オ

ン ・デ マ ン ド、双 方 向 の教 育番 組 、 ホ ー ム シ ョ ッピング等 のサ ー ビ ス提 供 が 計 画 され て い る。

(2)通 信 事 業へ の 参 入

ケー ブル テ レ ビ事 業 者2社 は、1992年7月 、証 券会 社 が所 有 して い た売上 高 第1位 のCAPの

株式 を買収 し、両 社 で100%所 有 す る こ と とな った。現 在 で は、両 社 の ほか 、別 の ケー ブル テ レ ビ

事業者3社 も含 め た5社 で 株 式 を所有 して い る。

上記5社 の うちの1社 は、子会 社 のCAPに よ り、9都 市 に お い て、長 距 離 通 信 事 業 者 へ の ア

クセスサ ー ビス を提 供 して い る。 また、 同社 は、 ケー ブル テ レビ網 を利 用 した市 内通 信 サ ー ビ ス

につ いて、1994年5月 、ニ ュ ー ヨー ク州 公益 事 業 委 員 会 か ら同州 ロチ ェ スタ ー市 にお け るサ ー ビ

ス提供 の認 可 を得 てお り、 同年10月 に は、 ニ ュー ヨー ク市 にお け るサ ー ビ ス提 供 の計 画 を発表 し

てい る。

4コ ンテ ンツをめ ぐる動向

コンテンツをめ ぐる動 向で特徴 的だ ったの は、あ る映 画会社 の買収 をめ ぐる動向だった。1993

年9月 か ら、あ るケーブル テレビ事業者 とあ るホー ムシ ョッピング会社 との間で激 しい買収合戦

が繰 り広 げ られ、結果 的 に、1994年2月 、 ケーブル テレビ事業者 によ る買収 が確 定 した。 この最

中、ケーブル テレビ事業者、 ホー ムシ ョッピング会社 には、 それぞれ別のRHCが 、買収資金供

給等のため、 それ ぞれ出資 を行 ってお り、RHC間 の コンテンツをめ ぐる競争 の一面 を有 してい

る。

RHC3社 は、1994年8月 、あ る総合娯楽会社 との間で 、映 像番組 の制作、販売、配信 のた め

の合弁会社設立で合意 に達 した旨を発表 した.

また、別のRHC3社 は、1994年10月 、ビデ オ番組 や双方向映像サ ー ビスの提 供 に向 けて、番

組制作会社 及 び番組伝 送の システム開発 を行 う技術会社 の設立 について合意 に達 した旨を発表 し
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た。 これ に は、 ハ リウ ッ ドの俳 優 ・映 画 監督 等 のエ ー ジ.エン ト会 社 が 映 像 番 組 の 制作 等 のコン

サ ル タ ン ト と して参 加 す る こ とに なっ て い る。

5国 際提携 をめ ぐる動 向

米 国の主要長距離通信事業者 には、他国 の通信事業者 との戦 略的 な提携 を図 り・多国籍 企業等

をターゲ ッ トとした、世界規模 で高品質 な国際通信サー ビスを提供 して いこ う とす る動 きがある。

あ る長距離通信事業者 は、1993年5月 、 日本及 びシンガ ポール の通信事業者 との提携 により、

3社 の統一 ブ ラン ド名で、専用線、VPN、 フレー ム リレーのサー ビスを提供 す る構想 を発表 し

た。 これ に伴 い、各社間の料金情報 の交換、サ ー ビス品質基準 の管理 ・調整等 を行 う合弁会社が

設立 された。 その後、香港 、オー ス トラ リア、ニ ュー ジー ラン ド、 カナダ、韓 国の通信事業者が

この構想 に参加 してお り、1994年12月 には、欧州 にお け るサー ビス提 供 を 目指 し、欧州 の通信事

業者グループ との合弁会 社の設立 も発表 してい る。

別の長距離通信事業者 は、1993年6月 、英 国の通信 事業者が同社 に出資 す るこ と、両社 の合弁

会社設立 によ り世 界規模 での国際通信 サー ビスを提供 す るこ とを内容 とす る提携 を発表 した。こ

の提携 につ いては、米国 の関係機 関 にお け る審議 を経 て、公正競争 の視点 か らの条件 が付 された

上で、1994年9月 、出資が完 了 して い る。

また別の長距離通信事業者 も、1994年6月 、 フランス及 び ドイ ツの通信事業者 との間で、世界

規模で国際通信サ ー ビス提供 に係 る提携 を発表 してお り、 これに対 して、米 国の関係機関 におい

て その是非 を審議 中で あ る。

第3節 米国の情報通信産業の構造変革

前節で は、米 国の事業者 の競争、提携等 の動 向 につ いて概観 したが、本節で は、情報通信産業

の現状等 を踏 まえ、 その背景事情 等 も勘 案の上 、構 造変革の態様 につ いて概観 す る。

1構 造変革の背景事情

(1)競 争 を促進す る市場構 造

米 国 においては、電気通信 市場 にお いて支 配的事 業者 であ った旧AT&Tカ ＼1984年 に、国際

・長距離通信 を提供す る事業者 と、地域 通信 を提 供す る事業者 とに分割 された。

この際、地域通信 を提 供す るBOCに は、全 ての長距離通信事業者 に対す るイコール アクセス
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が義務づ け られ、長距離通信事業者間の競争条件が整 備 された。 また、 この分割 に伴 い、地域通

信のバ イパ スが、一 つの ビジネ スチ ャンス となった、

また、地域別 に分割 されたRHCは 、MFJに よ り禁 じられて いない映像伝送サー ビスや移動

通信サービス等 において、他社 の営業エ リアへ も進出 を図って いる。

(2)加 入者アクセス手段の 多様化

米国のケーブル テ レビは、加入世 帯数、世 帯普 及率 とも大 き く、このネ ッ トワー クを活用 して、

通信を含 む各種 の双方向サー ビス も提供 して いこ うとす る動 きが出て いる。

また、携帯 ・自動車電話 も、加入数の急速 な伸 び によ り、先進 国 において トップ クラスの加入

率になってい るな ど移動通信市場 は成 長が見込 まれてい る。

このように、米 国の情報通信分 野で は、加入者 ア クセ スの手段が多様化 してい る。

(3)情 報通信に係 る技術革新の進展

地域通信市場 は、従前、 自然独 占的 な分 野で あ ると考 え られて きたが、近年、光 ファイバ の低

廉化、無線通信技術 の進展等 によ り、積極 的 な政策展開等が あれば、新 規参 入が促進 され、競争

が実現す る と考 えられ るよ うになった。

また、デ ジタル伝送 、画像圧縮 、交換技 術等 の進展 によ り、各会社の提供 す るサ ービスのマル

チメディア化 が進 みつつあ る。

(4)構 築が進 む広帯域 ネ ッ トワーク

RHC等 地域通信事業者 は、 自社営業エ リア内にお いて広帯域ネ ッ トワー クを構築 しつつ あ る

一方、エ リア外 においては、ケーブル テレビ事業者の買収 ・提携 を行 い、 これ によ り、映 像伝送

等幅広 い双方向 ・大容量 サー ビス提供 が可能 となってい る。

一方
、大規模 ケーブル テレビ事業者 は、伝送路 の光 ファイバへ の置換やネ ッ トワー ク構成 を変

えることによ り通信 を含 む幅広 い双 方向サ ー ビスの提供 が可能 となってい る。

このように、地域通信事業者 とケーブル テレビ事業者 双方が、 ビデ オ ・オン ・デマ ン ド等双方

向 ・大容量のサー ビス提供 を目指 して いる とい う点で、両者 の提供 す るサー ビスが競合 す るよう

になって きて いる。

2構 造変革の促 進要因

〔1)政 策当局等の取組

第1章 で概観 した よ うな政府 のNII構 想、 連邦議会で審議 されてい る競争関連法案 のほか、

次に示す よ うに、情報 通信市場 の競争 を促進 す る政策が採 られてい る。

FCCの ビデ オ ・ダ イヤノレトー ン裁 定 によ り、地域通信事 業者 は映像伝送サ ー ビスに参 入す る

みちが開かれ、 また、裁判所判決 によ りケーブル テレビ事業 その もの を提供で きる可能i生が 出て
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きて い る6

一 方
、約 半数の州で は、市内通信分 野でCAPや ケー ブル テレビ事業 者等 の参入 を認 めており、

その一部 の州で は、 専 用線等 の他、 電話サー ビスの提供 まで を認 めて いる(注)。また、FCCは 、

市内通信分 野の競争促進の ための コロケー ション裁定 の ほか、 ケーブル テ レビ事業者 がCAPを

買収 す るこ とを認 め る裁定 も出 してい る。

また、FCCは 、携 帯 ・自動車電話 につ いては、1市 場 で2社 ずつ免許 を与 えてお り、PCS

で は、1市 場 当た り最大6社 の参 入 を認 め る方針で あ る。

(2)マ ル チメデ ィア化等に対 す る利用 者ニーズの高 ま り

米 国の市場調査会社が、1993年 に実施 した双方 向 テレビに関す る意識調査 によ る と、双方向テ

レビによるサー ビスに関心 を有す る人は半数 を超 えて い る。サー ビスメニューの 中で は、 ビデォ

・オ ン ・デ マン ドに対す る関心 が最 も高 く、 この他 、ニ ュー ス等 の情 報サ ー ビス等 へ も関心を寄

せてい る。

また、企業ユーザ ーを中心 に、通信事業 者等へ の委託 によ り、 高品質で効率的 なネ ッ トワーク

を構築す る動 きがあ る。この うち、国際通信 につ いて も、通信 事業 者間 のサー ビス規格 の統一や、

加入 申込みの一元化(ワ ン ・ス トップ ・シ ョッピング)、 料金 の一括支払 い(ワ ン ・ス トップ ・ビ

リング)の 実現等 が求 め られてい る。

3構 造変革の態様

(1)異 市場 ・異業種への参入

構 造変革 の態様 には、第一 に、情報通信 のマルチ メデ ィア化 を視野 に入れた異市場 ・異業種へ

の参 入が あ る。

RHC等 の地域通信事業者 は、構 築 しつ つあ る広帯域 ネ ッ トワー クの有効活 用及び そのための

投資の回収 を目指 し、サー ビスの多様 化 に向 けた事業展 開 を図っ てお り、双方 向 ・大容量の映像

伝送サー ビス、 ひ いては、 その コンテン ツに まで触手 を伸 ば して い る。一方、 ケーブルテレビ事

業者 は、大規模MSOを 中心 に、光 ファイバ化等ネ ッ トワー クを置換 しつっ あ り、州 の規制が緩

和 しつつあ るこ と等 を踏 まえ、通信サ ー ビスを含 む双方向 ・大容量 のサ ー ビスの提供 を 目指 して

いる・ すなわ ち、双方向 ・大 容量 の映像伝送 サー ビス等 の提供 にお いて、地域 通信事業者 とケー

ブル テレビ事業 者 とが競 い合 う形 になっ てい る。

また・RHCが 、他社営業 エ リアで のケーブル テ レビ事業 や携帯 ・自動車 電話事業 の買収等を

Gl)1994f卜911現 在 、'翁 分 野 で 競 争 を 導 入 し て い る の が12州 、 専 用 線 の み 許 容 等 部 分 的 に 競 争 を 導 入 し て い る の が15州 で 、

合 わ せ て27州 て あ る 。

(出 典)"TheStatus()fCompetltionillIntrastateTelecommunications"(NARUC:NationalAss
ociationofRe.

gulatoryUtilityCommlssioners)
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進めた結果RHC相 互 間 とい う新 た な競争が もた らされて いる。

② シーム レスネ ッ トワークへの指向

第二 には、 シーム レスネ ッ トワー クへの指 向が あ る。 長距離通信事業者 は、国 内通信市場で、

高品質のサー ビス又 はア クセ スチ ャー ジの負担軽減等 を目指 し、地域通信事業者以外 の加 入者 ア

クセス手段の確保 を画策 してお り、CAPの 活用や 自社 による地域通信網構 築等 の動 きが あ る。

このような動 きに対 し、RHC側 は対抗策 として長距離 参入申請等 を行 う とい うように、長距 離

/地 域の相互参入の動 きを引 き起 こ してい る。

また、長距離通信事業者 が携 帯 ・自動車電話会社の買収 やPCS免 許 の競争入札 への応札等 、

そのブラン ド名 を利 用 して、移動通信市場へ も参 入す る動 きがあ るこ とに対抗 し、RHC系 携帯

・自動車電話会社の再編 とい う動 き もあ る。

さらに、長距離通信事業者 は、特 定の外国通信事業者 との連携 を強 めるこ とに よ り、世 界規模

で高品質の国際通信 サー ビスの提供 を 目指 してい る。 この場合、主要3社 が、相互 に対抗 す る形

で、それぞれ別個 の欧 州等 の通信事業者 と提携 を行 ってお り、少数の大 規模事業者 グループ間で、

大ロユーザ ーであ る多国籍 企業等 の囲い込 みをめ ぐる競争が生 じて いる。

〔3)情報通信産業におけ る競争、提携等の動向の特徴

米国の情報通信産業 にお ける競争、提携 等 の動向の特徴 は、第一 に、各事業者の取組 として、

自社の持 てる資源 を補 うた め他社 の買収 や資本参 加、 また、他社 との提携 等が盛 ん に行 われ、非

常にダ イナ ミックな動向 になって いるこ とで あ る。取 り分 け、1984年 の分割 によ り誕 生 したAT

&Tと7社 のRHCは 、相互 に競 い合 う中で、電話 に とどまらず、移動体通信、ケーブル テレビ、

コンテンツ等広範 な分野 を舞台 とし、他市場等へ の参入や提携 の動 きが顕著で あ る。 第二 に、 あ

る事業 にお いて競争相 手 となって いる他社 が、別 の事業分 野で は提携相手 にな るこ ともあ るな ど

フレキシブル な対応が採 られて いるこ とで あ る。
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